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“すべては品質から”をスローガンにＳＰＡ（製造小売）システムにより、素材・機能・ファッションを高い“品質”で提供

するコナカ（東証一部、代表取締役社長 湖中謙介）は、外国人旅行者のショッピングの利便性向上をめざし、コナ

カ・ザ・フラッグ新橋と紳士服のコナカの首都圏を中心とした各店舗合計６１店舗にて外国人旅行者向け消費税免

税サービスを５月１日より、本格的に開始いたしました。 

  

 

 

 

■導入背景と今後の計画 

昨年１０月１日に外国人旅行者向けの消費税免税制度が改正され、大幅に免税対象品目が拡大されたことを

機に、免税サービスを求める沢山のご意見を頂いておりました。弊社でも、コナカ・ザ・フラッグ新橋にて試験的に導

入し、検証を重ねた結果、この度、全国の紳士服のコナカのうち、首都圏を中心に６１店舗に免税サービス適応店

舗網を拡大いたしました。 

７月１０日現在でのこの６１店舗を第一弾として、今後は、順次対象店舗を拡大していき、平成２８年３月末を目

標に紳士服のコナカ全店舗に外国人旅行者向け免税サービスを導入いたします。 

 

■取組概要 

今後さらに、外国人旅行者への利便性を高めていくために、以下のことに取り組んでまいります。 

 免税シンボルマークを対象店舗に導入して、外国人旅行者への識別性向上。 

 銀聯カードによる決裁（全店舗導入済み）。 

 観光庁店舗検索サイトへの個店別登録。 

 パンフレット等への店舗所在地を含むご案内の掲載。 

 一部宣材物等の多言語表示。 

 

■実施店舗 

国土交通省官公庁のホームページ「ツーリズム・インフォメーション」にて弊社免税該当店舗を検索できます。 

http://tax-freeshop-wifi.jnto.go.jp/eng/shop-wifi-

list.php?location=curp&distance=5000&sort=distance&view=map&lat=&lng= 

を詳しくは、ご確認ください。 

 

■お問合せ先  

株式会社コナカ 管理本部 総務部 TEL 045－825-7700／土屋・湖中 

外国人旅行者により快適にお買い物をして頂くために 

Ｔａｘ Free対応店舗網を拡大 

全店導入を視野に現在６１店舗でサービスを実施中 


